
市有財産賃貸借契約書（案） 

（直方市保健福祉センター自動販売機設置場所貸付 物件番号   ） 

直方市（以下「賃貸人」という。）と            （以下「賃借人」という。）

とは、次の条項により市有財産について借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。以下「法」とい

う。）第 38 条の規定に基づく定期建物賃貸借契約を締結する。 

（信義誠実等の義務） 

第１条 賃貸人及び賃借人は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 賃借人は、賃貸借物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意し

なければならない。 

（貸付物件） 

第２条 賃貸人は、次の物件（以下「賃貸借物件」という。）を賃借人に貸し付ける。 

・土地建物所在施設名称 直方市保健福祉センター 

・所在地        直方市津田町 7-25 

・貸付箇所        

・貸付面積（㎡）    1.89平方メートル 

（使用用途等） 

第３条 賃借人は、賃貸借物件を直接、自動販売機の設置及び運営（以下「指定用途」という。）

のために供しなければならない。 

２ 賃借人は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙掲載の「自動販売機の仕

様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならない。 

（賃貸借期間等） 

第４条 賃貸借期間は、令和 8年 7月 1日から令和 10年 3月 31日までとする。 

（契約更新等） 

第５条 本契約は、借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。）第 38 条の規定

に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした契約である。したがって、法第 26 条、第 28 条及

び法第 29 条第 1 項並びに民法（明治 29 年法律第 89 号）第 604 条の規定の適用はなく、契約

更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新（更新の請

求及び建物の使用の継続によるものを含む。）は行わず、賃貸借期間の延長も行わないものとす

る。 

（賃貸借料） 

第６条 賃貸借料は、年額 101,975円（うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 9,270円）

とする。 

２ 令和 8年度の賃貸借料は、前項の年額を基礎として、令和 8年 7月 1日から令和 9年 3

月 31日までの期間について月割により算定した額とし、賃借人は、賃貸人が発行する納入通知

書により、賃貸人が指定する期日までに賃貸人に支払わなければならない。 



３ 令和 9 年度の賃貸借料は、第 1 項の年額とし、賃借人は、賃貸人が発行する納入通知書

により、当該年度分を 5 月 31 日までに賃貸人に支払わなければならない。 

（表１）年度ごとの賃貸借料の額（消費税及び地方消費税額を含む。） 

年度 賃貸借料 

令和 8 年度（月割） 76,480円 

令和 9 年度（年額） 101,975円 

合計 178,455円 

４ 賃借人は、その責めに帰すべき事由により、納期限までに賃貸借料を支払わなかったと

きは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、その支払わなかった賃貸借料につき、年 14.6

パーセントの割合を乗じて得た金額を遅滞損害金として、賃貸人の発行する納入通知書により、

賃貸人の指定する期日までに支払わなければならない。ただし、その金額が 100 円に満たない

場合はこの限りではない。 

５ 賃貸人は、既に納入された賃貸借料を賃借人に返還しないものとする。 

（電気料の支払方法） 

第７条 賃借人は、賃貸借物件に設置する自動販売機（以下「設置自販機」という。）ごとに電

気使用量を計測するための子メーター（計量法により検定したもので検定有効期間内のもの）を

賃貸人が指示するところにより設置しなければならない。 

２ 賃貸人は、賃借人の電気使用量及び直方市保健福祉センター全体の電気使用量単価に基

づき各月の電気料を計算し、合算した金額の納入通知書を発行し、賃借人はこれを指定された期

限及び方法で納入するものとする。 

３ 賃借人が電力会社等から直接電力の供給を受ける場合は、前 2 項の規定を適用しない。 

（販売手数料の支払方法） 

第８条 賃借人は、本件賃貸借に係る設置自販機の売上状況を月ごとに取りまとめ、翌月の末日

までに、当該売上状況を賃貸人に報告しなければならない。 

２ 賃貸人は、賃借人から前項の規定による報告を受けたときは、前項の報告に基づき販売

手数料を算定し、賃借人に対し半期ごとに納入通知書を送付するものとする。 

３ 前項の販売手数料は、売上金額に 100 分の 10 を乗じて得た額（1 円未満切捨て後、

100 円未満切上げ）とする。 

４ 賃貸人は、賃借人の第 1 項の規定による報告に疑義があるときは、自ら調査し、賃借人

に対し詳細な報告を求め、又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

５ 賃借人は、賃貸人が送付する納入通知書に定める日までに販売手数料を支払うものとす

る。 

（消費税及び地方消費税相当額） 

第９条 消費税及び地方消費税の額は、消費税率の改定その他の事由により消費税額の算定方法

に変更が生じた場合は、賃借人及び賃貸人は変更契約を締結するものとする。 



（契約保証金） 

第１０条 契約保証金は、金         円以上とし、賃借人は賃貸人の指示する手続に

より契約保証金を納めなければならない。 

２ 賃貸人は、賃借人がその責めに帰すべき事由により、賃貸借料を支払わない場合におい

て契約保証金を充当するほか、貸付に伴う一切の損害賠償に充当する。 

３ 賃貸人が第 22 条第 2 項又は第 4 項の規定により本契約を解除した場合においては、契

約保証金は、賃貸人に帰属する。 

４ 賃貸人は、賃借人が第 25 条第 2 号の規定により賃貸借物件を現状に回復したときは、

これを確認後、契約保証金を賃借人に返還する。 

５ 契約保証金には、利息を付さない。 

６ 賃貸人は、賃貸借内容の変更等によって賃貸借料が前年度又は当該年度内に増額になっ

た場合には、契約保証金の額を変更後の賃貸借料の年額（消費税及び地方消費税を含む。）の

10 分の 1 以上に達するまで増額しなければならない。減額になった場合においては、賃貸人は、

保証の額の減額を賃借人に申し出ることができる。 

（費用負担） 

第１１条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、賃借人の負担とする。ただし、

第 22 条第 3 項の規定により撤去する場合は、この限りではない。 

（賃貸借物件の引渡し） 

第１２条 賃貸人は、第 4 条に定める賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所におい

て、賃借人に引き渡すものとする。 

（瑕疵担保等） 

第１３条 賃借人は、この契約締結後、賃貸借物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発

見しても、賃貸人に対し、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。 

２ 賃借人は、賃貸借物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した

場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、賃貸人の認める金額の賃貸借料の減免を請求するこ

とができる。 

（転貸の禁止） 

第１４条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し、又は賃貸借物件の

賃借権を譲渡してはならない。 

（管理義務） 

第１５条 賃借人は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならな

い。 

（一括委託の禁止） 

第１６条 賃借人は、本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三

者に委任してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾を得た場合は、この限りでない。 



（第三者への損害賠償義務） 

第１７条 賃借人は、賃貸借物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、

賃貸人の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 

２ 賃貸人が、賃借人に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、賃貸人は、賃借人に

対して求償することができるものとする。 

（通知義務） 

第１８条 賃借人は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を

通知しなければならない。 

（商品等の盗難又は毀損） 

第１９条 賃貸人は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若

しくは当該自動販売機内の売上金又は釣銭の盗難又は毀損について、賃貸人の責に帰することが

明らかな場合を除き、その責を負わない。 

（実地調査等） 

第２０条 賃貸人は、賃貸借期間中、必要に応じて、賃借人に対し賃貸借物件や売上状況などに

ついて所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合にお

いて、賃借人は、その調査を拒み若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならな

い。 

（違約金） 

第２１条 賃借人は、用途指定等の義務に違反したときは、第 6 条に定める賃貸借料の 3 か月

分に相当する金額を違約金として賃貸人に支払わなければならない。ただし、事情やむを得ない

ものであると賃貸人が認めたときは、この限りではない。 

２ 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第 26 条に定める損害賠償の予定又はその

一部とはしない。 

（契約の解除） 

第２２条 賃貸借期間内においては、賃貸人及び賃借人は、本契約を解約できないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、賃貸人は、賃借人が本契約に定める義務に違反した場合には、

本契約を解除することができる。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、賃貸人において、公用、公共用又は公益事業の用に供する

ため賃貸借物件を必要とするときは、本契約を解除することができる。 

４ 第 1 項の規定にかかわらず、賃貸人は、賃借人に次の各号のいずれかに該当する行為又

は事実があった場合、賃借人に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解

除することができる。 

 ⑴ 本契約に先立ち賃借人から提出された入札に関する各種提出書類（委任状、誓約書等）

に虚偽の記載が確認されたとき。 

 ⑵ 賃貸借料その他の債務の支払を納期限から 2 か月以上怠ったとき。 



 ⑶ 手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

 ⑷ 差押え・仮差押え・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受け

たとき。 

 ⑸ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。 

 ⑹ 賃貸人の書面による承諾なく賃借人が 2 か月以上賃貸借物件を使用しないとき。 

 ⑺ 暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法

律第 77 号）第 2 条に規定されるもの）に該当している者が貸付物件を使用していることが判明

したとき。 

 ⑻ 賃貸人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

 ⑼ 賃借人の信用が著しく失墜したと賃貸人が認めるとき。 

 ⑽ 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は

事実上営業を停止したとき。 

 ⑾ 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等

により、賃貸人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

 ⑿ 賃貸借物件及び賃貸借物件が所在する直方市保健福祉センター等の行政財産としての

用途又は目的を賃借人が妨げると認めたとき。 

 ⒀ 前各号に準ずる事由により、賃貸人が契約を継続しがたいと認めたとき。 

（暴力団排除条項） 

第２３条 賃貸人は、警察本部からの通知に基づき、賃借人（賃借人が共同企業体であるときは、

その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するとき

は、この契約を解除することができる。この場合において、解除により賃借人に損害があっても、

賃貸人は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（１）計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴

力的組織」という。）であるとき。 

（２）役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又

は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の

構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）となっているとき。 

（３）構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

（４）第 1 号又は第 2 号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約（一

次及び二次下請け以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 

（５）自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

（６）暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 



（７）役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図

る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したと

き、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 

（８）役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非

難される関係を有しているとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、賃借人は、第 6 条に定める賃

貸借料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として賃貸人の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

３ 前項の場合において、第 10 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、賃貸人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当すること

ができる。 

（賃貸借物件の返還） 

第２４条 賃貸借期間が終了したときは、賃借人は直ちに、賃貸借物件をその所在する場所にお

いて賃貸人に返還しなければならない。 

（原状回復義務） 

第２５条 次の各号のいずれかに該当するときは、賃借人は自己の負担において賃貸借物件を原

状に回復しなければならない。ただし、賃貸人が適当と認めたときは、この限りではない。 

（１）賃借人の責に帰すべき事由により、賃貸借物件を滅失又は毀損したとき。 

（２）前条の規定により賃貸借物件を賃貸人に返還するとき。 

（損害賠償） 

第２６条 賃借人は、この契約に定める義務を履行しないために賃貸人に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として賃貸人に支払わなければならない。 

２ 賃貸人が第 22 条第 3 項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃借人に損害

が生じたときは、賃借人は、賃貸人に対しその補償を請求できるものとする。 

（有益費の請求権の放棄） 

第２７条 第 24 条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、賃借人が賃貸借物件に投

じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、賃借人は、これを賃貸人に請求しない

ものとする。 

２ 賃貸人の承認の有無にかかわらず賃借人が施した造作については、本契約の終了の場合

においても、賃借人は、その買取りの請求をすることができない。 

（契約の費用） 

第２８条 この契約に要する費用は、賃借人の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第２９条 本契約に関する訴えの管轄は、賃貸借物件の所在地を管轄区域とする地方裁判所とす

る。 



（疑義の決定） 

第３０条 本契約に疑義のあるときは、賃貸人及び賃借人が協議の上決定するものとする。 

 

  



この契約を証するため、本書 2 通を作成し、記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。 

令和   年   月   日 

賃貸人 

（所在地）直方市殿町 7 番 1 号 

（氏名） 直方市 

     代表者 直方市長 大塚 進弘 

賃借人 

（住所） 

（氏名） 


